◆指定申請における注意事項
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【提出期限】
新規申請は指定開始月の前々月の末日まで
例）令和8年４月1日～末日までの指定→令和8年2月28日までに送信
※市の判断で指定日付近までに不備解消できない場合は，次月にずらしていただくことがあります。登記が完成していない場合は完成するまで受け付けできません。

更新申請は指定更新月の前々月の末日まで
例）令和8年3月31日指定有効期間満了で令和8年4月1日指定更新→令和8年2月28日までに送信
※市からの通知はしておりません。更新書類の提出期限を過ぎると更新不可となります。その際は，新規での申請となります。事業所番号も変更になります。

★提出は原則，電子申請で提出願います。
→操作がわからない場合は送信ページを開いたうえで市へ連絡してください。
→郵送で不備があった場合は電子申請で再送していただきます。

➀指定申請書または指定更新申請書
②付表　（※ちば電子申請サービスからの提出の場合のみ）
③チェックリスト←忘れがち
④チェックリストにある必要な添付書類

【指定更新で省略できる場合】
前回の最後の提出分から変更がない場合のみ提出を省略できます。
④新規指定は現地確認が取れない場合があるため，事業所の様子（PDF）の添付にご協力ください。

●添付書類について
・登記簿謄本は原本提出か郵送または登記情報提供サービスの照会番号
※登記内には，指定サービスの名称が明記されていることが必要です。ない場合は修正が必要です。
・資格者証は原本証明不要で，PDF化（勤務表の記載順）して添付する。
※新規指定の場合は体制届の提出が必須です。（加算を取得しない場合も含む）

●以下のようなケースは不受理となります。再提出が必要です。
・指定の申請書（表紙上部）が，法人ではなく事業所になっている
・事業所独自様式で提出している
・人員不足
・勤務表に記載のある資格者証が添付されていない
・勤務形態一覧の月が古い。指定開始月かその前月のものを添付
・サービス提供時間が勤務時間を超えている（提出前に確認を）
・勤務形態の関数を壊して入力している
→作成における不明な点は市へ連絡してください
